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第１章 策定の経緯 

第１節 これまでの行財政改革の取り組み 

本町ではこれまで、昭和６０年１０月に策定した「行政改革の指針」に始まり、

「行政改革大綱」、「行政改革大綱【第２期】」、「ブリリアントプラン」、「行政改革

集中プラン」、「財政運営の指針」、そして、平成２２年１０月には「行財政改革ア

クションプラン」を策定するなど、継続的に行財政改革に取り組んできました。 

主な取り組みとしては、組織の統廃合や退職不補充による職員削減及び業務委

託や指定管理者の導入、更には保育園・小中学校の適正配置などにより行財政改

革を進めてきました。 

その結果、職員数は平成１１年度の最大３８２人から、平成２８年度には２８

４人となり、これまでに９８人削減することができました。しかし、社会状況の

変化などによる新たな行政課題に対応するため、最低限必要な職員数を確保した

ことから、目標数まで削減することはできませんでした。 

なお、職員削減や組織・施設の統廃合等によって住民サービスの低下や支障を

来たさないよう、限られた財源と人的資源の有効活用を図ることにより、柔軟で

効率的な行財政運営に取り組んできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和６０年１０月策定  那須町行政改革の指針 

平成 ８年 ２月策定  那須町行政改革大綱 

平成１２年度～１６年度 那須町行政改革大綱【第２期】 

平成１６年 １月策定  ブリリアントプラン 

平成１７年度～２１年度 那須町行政改革集中プラン 

平成１７年度～２１年度 那須町財政運営の指針 

平成２２年度～２７年度 那須町行財政改革アクションプラン 
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第２節 本町を取り巻く環境 

本町はもとより、全国的にもますます少子・高齢化が進み、それに伴う社会保

障費の増加に加え、人口減少問題という歴史上なかった問題が発生するなど、地

方自治体には待ったなしの対策が求められています。 

また、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による直接的な被害のほ

か、放射能による見えない災害に見舞われ、産業の柱である観光と農業の復興に

大変大きな時間と労力を費やしてきました。 

さらに、複雑化・多様化する住民ニーズや老朽化した社会インフラの維持管理

のほか、近年頻発する水害に加え、火山災害などの自然災害に対応した安心・安

全なまちづくりの推進など、本町が担わなければならない行政サービスは年々増

加しています。 

このような中、町の歳入の柱である町税収入は、人口減少や生産年齢人口の減

少などにより減収傾向にあり、また、基金積立も減少していることなどから、新

たな行政サービスを提供することが困難な状況にあります。 
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財政指標の見通し 
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第３節 計画の策定 

社会構造や経済状況など、本町を取り巻く環境は大変厳しいものとなっている

ことから、より一層限られた財源と人的資源を有効活用し、最小の経費で最大の

効果をあげることが必要です。 

今後も、行財政改革を継続することにより、将来にわたり安定した行財政運営

を継続するとともに、行財政の分野だけではなく、町全体の姿勢・方針と協調す

ることにより、現実的で効果的な行財政改革の推進を図ります。 

 

 

第２章 計画の推進 

第１節 計画の位置づけ 

本推進プランは、「第７次那須町振興計画（基本構想）」における８つの基本方

針（主要施策）の中の１つである、「協働・行財政のまち」を推進するため、「第

７次那須町振興計画（基本計画）」に基づいた計画とします。 

なお、本推進プランの実施計画を策定し、これを振興計画の実施計画として位

置づけることといたします。 

 

第２節 計画の推進方法 

１ 取組期間 

取組期間は平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。 

 

２ 推進体制 

町長を本部長とする「那須町行政改革推進本部会議」を中心として、全庁をあ

げて行財政改革に取り組みます。 

また、具体的な課題の調査・研究及び各分野における関係課・係との調整等に

ついては「那須町行政改革推進本部専門部会」を設置し、検討・協議を行います。 
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３ 進行管理 

本推進プランの実施計画を策定するとともに、毎年度実施する事務事業評価を

基に取組状況を検証し、「那須町行政改革推進本部会議」において実施計画の進行

管理を行います。 

 

第３章 計画の内容 

第１節 行財政改革の体系 

 

那須町行財政改革推進プラン２０１６ 

基本方針８の実現に向けた施策          行財政改革推進施策 

 

１ 地域づくり活動の推進        （１）地域づくり活動の推進 

（地域コミュニティの発展）      （２）地域コミュニティの発展 

 

２ 行政サービスの向上         （１）人材の育成・行政サービスの向上 

（２）広報・広聴活動の推進 

（３）情報の公開 

 

３ 適切な行財政運営 ア行政運営の改革 （１）行政評価の活用 

（２）効率的な組織体制の構築 

（３）民間活力の更なる活用 

イ財政運営の改革 （１）自主財源の確保 

（２）地方公営企業等の経営健全化 

（３）徹底した歳出の抑制 

 

４ 町有財産の適正管理         （１）町有財産の適正管理 

（２）町有財産の有効活用 

 

５ 広域行政の推進           （１）広域行政の推進 
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第２節 推進施策 

効率的な行政運営、財政の健全化を図り、本町の特性に応じた自立したまちづ

くりを進めるとともに、広域的に取り組むことが効果的な課題については、那須

地区広域行政事務組合及び他市町村との連携による対応を検討していきます。 

 

１ 地域づくり活動の推進（地域コミュニティの発展） 

（１）地域づくり活動の推進 

町民と行政のパートナーシップを重視し、協働によるまちづくりを推進す

るとともに、地域づくり委員会等が各地域において活発な活動を展開するこ

とにより、互いに助け合う地域づくりを推進し、個性と魅力あふれる協働の

地域づくり・まちづくりの支援に努めます。 

 

（２）地域コミュニティの発展 

社会状況の変化等により、地域コミュニティ意識が希薄化し、その活動が

困難になりつつあるため、自治会や公民館などの地域コミュニティ活動の活

発化を図ります。 

 

２ 行政サービスの向上 

（１）人材の育成・行政サービスの向上 

社会情勢の変化や住民ニーズの多様化、さらには国県からの権限移譲等に

よる業務の多様化・複雑化など、さまざまな行政課題に柔軟かつ的確に対応

し、質の高い行政サービスを住民に提供するため、職員の人材育成を計画的

に推進します。 
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（２）広報・広聴活動の推進 

町民参加による協働のまちづくりに向けて、広報紙の発行やまちづくり懇

談会等を通して町民の意見を行政に反映させるとともに、インターネットを

活用したサービスを加え、より充実した情報の共有化を図ります。 

 

（３）情報の公開 

那須町情報公開条例に基づき、町の保有する情報の公開を行い、行政への

理解と信頼を深めていただき、公正で開かれた町政の実現に努めます。 

 

３ 適切な行財政運営 

ア 行政運営の改革 

（１）行政評価の活用 

行政評価に基づき具体的な成果の達成状況を把握し、成果の上がらない事

業は早期かつ積極的に見直すなど、施策遂行のための正確な判断システムと

して活用します。 

 

（２）効率的な組織体制の構築 

社会情勢の変化や新たな行政課題・住民ニーズに対応するため、行政組織

の見直しや施設の統廃合を進め、行政運営の効率化に努めます。 

 

（３）民間活力の更なる活用 

民間の専門性やノウハウを活用することにより、町民へ質の高いサービス

を提供するとともに、効果的で効率的な行政運営を推進するため、積極的に

業務の民間委託や指定管理者の導入を図ります。 
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イ 財政運営の改革 

（１）自主財源の確保 

町財政の根幹である町税の収納対策強化による収納率の向上に努めるとと

もに、新たな財源として期待されるふるさと納税制度の更なる活用、更には

使用料・手数料の受益者負担の見直しを推進します。 

 

（２）地方公営企業等の経営健全化 

地方公営企業等の経営基盤の強化に積極的に取り組むことが求められてい

ることから、事務事業の見直しや民間委託を推進するとともに、料金の適正

な見直しを図り、独立採算を基本とした健全な経営に努めます。 

 

（３）徹底した歳出の抑制 

歳入が伸び悩む中、行政サービスや課題の多様化、さらには増大し続ける

社会保障費などにより、歳出は増加する一方であることから、コストカット

に止まらず事業自体の廃止を含め、選択と集中による徹底した歳出の抑制に

努めます。 

 

４ 町有財産の適正管理 

（１）町有財産の適正管理 

公共施設等の全体の状況を把握し、更新・統廃合・長寿命化などの計画的

執行による財政負担の軽減・平準化を図るため、公共施設等総合管理計画を

策定し、公共施設等の総合的・計画的な管理を推進します。 

 

（２）町有財産の有効活用 

町有財産の有効活用により、新たな財源の確保や森林・自然環境の保護を
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推進するとともに、遊休化している土地・建物や学校跡地の有効活用による

地域活性化などに努めます。 

 

５ 広域行政の推進 

（１）広域行政の推進 

広域行政については、那須地区広域行政事務組合や那須地区消防組合など

により、ごみ・し尿処理、保健衛生、職員研修等の共同運営を行っておりま

すが、今後も自治体の厳しい財政運営が予想されるため、より一層広域行政

による効率化を推進します。 
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第４章 実施計画 

第１節 実施計画の構成 

本推進プランにおける取組項目は、振興計画の基本計画に掲げた５つの施策、及

び那須町行財政改革アクションプラン（H２２～２７）の取組結果を基に構成して

います。 

 

振興計画 
行財政改革推進プラン２０１６ 

推進施策 取組項目 

１地域づくり活動

の推進（地域コミュ

ニティの発展） 

１地域づくり活動

の推進 

（１）地域づくり活動の推進 地域づくり活動の支援 

（２）地域コミュニティの発

展 

コミュニティ活動の促進 

２行政サービスの

向上 

２行政サービスの

向上 

（１）人材の育成・行政サ

ービスの向上 

人材育成基本方針に基づく職員の

育成 

人事評価制度に基づく人事管理 

情報通信ツールの活用 

広聴活動の推進 

（３）情報の公開 情報公開条例の運用 

３適切な行財政運

営 

ア行政運営の改革 

３行政運営の改

革 

（１）行政評価の活用 事務事業評価の活用 

振興計画の施策評価の実施 

（２）効率的な組織体制の

構築 

保育園の統廃合 

機構・組織の見直し 

職員定数の適正化 

（３）民間活力の更なる活

用 

民間導入対象事務事業の洗い出し 

指定管理者ガイドラインの見直し 
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振興計画 
行財政改革推進プラン２０１６ 

推進施策 取組項目 

イ財政運営の改革 ４財政運営の改

革 

（１）自主財源の確保 収納率の向上 

ふるさと納税の推進 

使用料、手数料の見直し 

（２）地方公営企業等の経

営健全化 

水道事業の経営健全化 

下水道事業の経営健全化 

（３）徹底した歳出の抑制 補助金交付の公平化・適正化 

人件費の抑制 

事務事業の選択と集中 

４町有財産の適正

管理 

５町有財産の適

正管理 

（１）町有財産の適正管理 公共施設等総合管理計画の策定 

（２）町有財産の有効活用 未利用財産の利活用 

５広域行政の推進 ６広域行政の推

進 

（１）広域行政の推進 一部事務組合の効率的な運営 

 

財政数値・職員数の指標 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 

公債費残高 億円 １０９．３ １１４．４ 

経常収支比率 ％ ９０．２ ８５．０ 

基金残高（財調・減債） 億円 １２．６ １４．０ 

職員数 人 ２８８ ２８３ 
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第２節 取組内容 

本推進プランの実施計画における取組内容やスケジュール等を項目ごとに説明

しています。 

なお、実務上の取組内容等に関しては、取組項目に属する事務事業において、出

来るだけ具体的な内容、目標、スケジュール等を設定したうえで、計画を推進して

いきます。 

 

１ 地域づくり活動の推進 

推進施策 取組項目 内容 担当課 28 29 30 31 32 

（１）地域づくり活動

の推進 

地域づくり活

動の支援 

地域づくり委員会、町民活動団

体が行う地域づくり活動を推進

し、個性と魅力あふれる協働の

地域づくり・まちづくりを支援す

る。 

企画財政課 
実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

（２）地域コミュ二ティ

の発展 

コミュニティ活

動の促進 

自治会活動、公民館活動、青

少年の健全育成に関する活動

支援及び地域リーダーを育成

し、活力ある地域づくりを推進

する。 

企画財政課 

生涯学習課 

実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 担当課 

地域づくり事業支援団体数 団体 １４ １８ 企画財政課 

自治会加入率 ％ ６５．８ ７０．０ 企画財政課 
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２ 行政サービスの向上 

推進施策 取組項目 内容 担当課 28 29 30 31 32 

（１）人材の育成・行

政サービスの向上 

人材育成基本

方針に基づく

職員の育成 

人材育成基本方針を見直し、育

成プログラムを実施することに

より、町民の役に立つ「人材」を

育成する。 

総務課 検
討 

変
更 

実
施 

⇒ ⇒ 

人事評価制度

に基づく人事

管理 

公平な評価の実施のため、評

価者の研修等を実施するととも

に、業績評価の導入に向けた

検討を行い適切な人事管理を

推進する。 

総務課 検
討 

検
討 

実
施 

⇒ ⇒ 

情報通信ツー

ルの活用 

電子自治体を推進することによ

り、行政サービスの向上及び事

務作業の効率化を図る。 
関係課 

実
施 

検
討 

実
施 

⇒ ⇒ 

（２）広報・広聴活動

の推進 

広聴活動の推

進 

広報モニター制度やまちづくり

懇談会、更にはパブリックコメン

ト制度などを運用することによ

り、町民参加型のまちづくりを推

進する。 

総務課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

（３）情報の公開 情報公開条例

の運用 

那須町情報公開条例に基づ

き、町の保有する情報の公開を

行い、行政への理解と信頼を深

め、公正で開かれた町政の実

現を図る。 

総務課 
実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 担当課 

人材育成基本方針の見直し - － 見直し 総務課 

各種証明書コンビニ交付件数 件 ２，１２８ ２，７００ 住民生活課 

まちづくり懇談会開催回数 回 ４（Ｈ27） ４ 総務課 
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３ 行政運営の改革 

推進施策 取組項目 内容 担当課 28 29 30 31 32 

（１）行政評価の活用 事務事業評価

の活用 

効率的で効果的な事業の推進

のため、予算編成及び振興計

画と連動した評価システムを構

築する。 

企画財政課 検
討 

実
施 

⇒ ⇒ ⇒ 

振興計画の施

策評価の実施 

第 7 次那須町振興計画の進捗

状況を確認することにより、計

画の実行性及び社会状況に応

じた計画の実施を推進する。 

企画財政課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

（２）効率的な組織体

制の構築 

保育園の統廃

合 

那須町第 2 期保育園運営適正

化・整備計画に基づき、保育園

の適正配置を進める。 

こども 

未来課 

実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

機構・組織の

見直し 

多様化・高度化する行政ニーズ

に対応するため、効果的で効率

的な組織体制を構築する。 

総務課 

企画財政課 

実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

職員定数の適

正化 

行政課題に対して、効果的で効

率的に対応できるよう職員定数

の適正化を図る。 
総務課 実

施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

（３）民間活力の更な

る活用 

民間活力導入

対象事務事業

の洗い出し 

各課担当の全ての事務事業及

び施設等を対象に再確認を行

い、民間活力導入可能なものに

ついては適切な手法を導入す

る。 

企画財政課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

指定管理者ガ

イドラインの見

直し 

新規導入に係る手続きを、より

具体的に示すことにより、更な

る民間活用を促進するととも

に、導入済み事業の継続的な

改善を実現する。 

企画財政課 検
討 

策
定 

実
施 

⇒ ⇒ 

 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 担当課 

行政評価、振興計画、予算編成の連動 - 一部連動 連動推進 企画財政課 

保育園の適正配置 園 ８ ５ こども未来課 

民間活力導入の再検討 - 随時検討 新規導入 企画財政課 
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４ 財政運営の改革 

推進施策 取組項目 内容 担当課 28 29 30 31 32 

（１）自主財源の確保 収納率の向上 クレジットカード収納など新たな

納付方法の導入や滞納整理の

徹底等により収納率の向上を

図る。 

税務課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

ふるさと納税

の推進 

町の魅力を PRするとともに、特

定の事業に対する寄附を募集

するなど、ふるさと納税収入額

の増加を図る。 

企画財政課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

使用料、手数

料の見直し 

受益者負担の原則に基づき、

施設の維持管理費及びサービ

スに見合った料金を設定する。 
関係課 検

討 

実
施 

⇒ ⇒ ⇒ 

（２）地方公営企業等

の経営健全化 

水道事業の経

営健全化 

中長期的な経営戦略の策定を

検討するなど、経営健全化に向

けた取り組みを推進する。 
上下水道課 

検
討 

策
定 

実
施 

⇒ ⇒ 

下水道事業の

経営健全化 

中長期的な経営戦略の策定を

検討するなど、経営健全化に向

けた取り組みを推進する。 
上下水道課 検

討 

策
定 

実
施 

⇒ ⇒ 

（３）徹底した歳出の

抑制 

補助金交付の

公平化・適正

化 

補助金の新規設置・改廃等、交

付に関するガイドラインを策定

し、公平で適正な補助金の交付

に努める。 

企画財政課 検
討 

策
定 

実
施 

⇒ ⇒ 

人件費の抑制 職員の能力向上や組織・配置

を見直すとともに、時間外勤務

の削減に向けた新たな取組み

を行い、人件費の抑制に努め

る。 

全課 
実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

事務事業の選

択と集中 

行政評価等に基づき優先順位

の低い事務事業については廃

止を含めて見直すなど、取り組

み事務事業の選択と集中を推

進する。 

全課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 担当課 

町税収納率（現年分） ％ ９７．３８ ９８．００ 税務課 

使用料・手数料の見直し - - 見直し 企画財政課 

水道事業の経営戦略の策定 - - 策 定 上下水道課 

下水道事業の経営戦略の策定 - - 策 定 上下水道課 

経常収支比率 ％ ９０．２ ８５．０ 企画財政課 



17 

 

５ 町有財産の適正管理 

推進施策 取組項目 内容 担当課 28 29 30 31 32 

（１）町有財産の適正

管理 

公共施設等総

合管理計画の

策定 

公共施設及びインフラ資産につ

いて、総合的な見地から施設の

長寿命化や廃止などの対策を

検討し、計画的な管理を推進す

ることにより将来の物件費等の

歳出抑制を図る。 

関係課 策
定 

実
施 

⇒ ⇒ ⇒ 

（２）町有財産の有効

活用 

 

未利用財産の

利活用 

町有財産のうち、未利用となっ

ている財産については、総合的

な視点にたち、土地・建物の有

効活用を図る。 

総務課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 担当課 

公共施設等総合管理計画の策定 - - 策 定 総務課 

学校跡地の活用 - - 活用決定 総務課 

 

 

６ 広域行政の推進 

推進施策 取組項目 内容 担当課 28 29 30 31 32 

（１）広域行政の推進 一部事務組合

の効率的な運

営 

効率的な行政運営や行政サー

ビスの向上を図るため、広域行

政の推進及び一部事務組合の

効率的運営に取り組む。 

関係課 実
施 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

 

 

 

指標名 単位 現状/H２６ 目標/H３２ 担当課 

広域行政事務組合の共同処理事務数 件 １２ １３ 企画財政課 
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